
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告理由について。

　戦時罹災土地物件令四条四項にいわゆる「二月」は、同条の立法の趣旨及び規定

の形式から見て、罹災当時の居住者の跡地使用権行使の除斥期間ではなく、土地所

有者の権利行使を制限する期間と解するを相当とする。従つてこれと同趣旨の原判

示は正当であつて、これと異なる見解の下に、被上告人は建物滅失後二ケ月を経た

とき本件土地使用権を喪失したものであると主張する論旨は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。
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